
「きずなアンケート」ハガキ　中間集計発表
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ジェンダー平等にむけてジェンダー平等にむけて
公的年金の財政見直し

　ニッセイ基礎研究所が公的年金の財政見直しを発表しました。現在の年金制度は、少子化に合わせて支払う年金額を調整
（削減）することで財政のバランスを取っていますが、女性の労働参加がすすみ出生率が上がれば、将来の給付水準が法律
で定められた下限を上回る結果となりました。女性の労働参加と少子化脱却という２つの課題の同時達成、即ち男女が協力
して子どもを育てながら仕事を続けられる社会の実現が年金、ひいては日本の未来にとっても重要と言えそうです。

今月のキーワード今月のキーワード
集団的自衛権

　他の国家が武力攻撃を受けた場合に直接に攻撃を受けていない第三国が協力して共同で防衛を行う国際上の権利。そ
の本質は、直接に攻撃を受けている他国を援助し、これと共同で武力攻撃に対処するというところにあります。なお、
第三国が集団的自衛権を行使するには、宣戦布告を行い、中立国の地位を捨てる必要があり、宣戦布告を行わないまま
集団的自衛権を行使することは、戦時国際法上の中立義務違反となります。日本は、戦争放棄などを定めた憲法9条と
の兼ね合いで「国を防衛するための必要最小限の範囲を超える」と解釈し、集団的自衛権の行使を禁じています。

結審後の報告集会（５月14日）

　大阪自治労連が取り組んでいる「きずなアンケート」vol.2のハガキ付きリーフに
約150通の返事があり（６月11日現在）、中間集計がまとまりました。単純集計結果は
下のグラフのとおりです。
　残業代がきちんと支払われているが60.8％、交通費は実費分支払われているが76.4
％、有給休暇制度があり実際に取得できているが56.3％、健保・年金・雇用保健・労
災があるは81.8％です。正規社員の場合、残業代は管理職のため支払われていないケ
ースはあるでしょうが、それにしても低い数字です。パワハラ・セクハラを感じるは
38.6％ですが、正職員では「感じる」が多数となっています。健保・年金・雇用保険
・労災はさすがに正規社員は91.3％と高い数値ですが、他の雇用形態で「わからな
い」が多数を占めています。
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パワハラ・セクハラ

残業代有給休暇制度と取得

雇用形態

通勤手当
（交通費）

健康保険・厚生年金・雇用
保険・労災保険などの制度

「大企業の内部留保の一部を
取り崩して賃上げや下請け
単価を引き上げに回せ」と
の労働組合の主張には　　

6月20日（金）14:00～21日（土）16:30
シティプラザ大阪

「憲法から見た自治体と
 自治体労働者」
宇都宮 健児さん（元日弁連会長）
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大阪市労組
組合事務所裁判が結審
判決は９月10日

争議支援行動

　大阪労連と大阪争議団共闘会議は５月22日、府内各地で
争議支援行動を展開しました。
　大阪市役所前での出発集会には約200人が参加。「思想調
査アンケート」など民主主義破壊は許さないと大阪市に対
し抗議・要請を行いました。その後、ダイキン工業・オレ
ンジコープなど雇い止め・リストラなど不当な攻撃を行っ
ている企業に対する要請行動を行いました。

　自由記載欄には半数以上の方
が記載されていました。いくつ
か紹介します（記載者の趣旨を
外さない範囲で、編集部の責任
で一部表現を変更していま
す）。明らかな労働基準法違反
の実態が浮かび上がってきま
す。
　「私は管理職である。管理職
とは名ばかりだ。管理職手当は
ないのも一緒である。私を殺す
気か！」（40代・正規社員）、「ア
パレルの販売業をしています
が、達成できない予算を出さ
れ、年々給与が下がりつづけて
います。退職金にもかかわるの
でこの先不安です」（50代・正規
社員）、「パートで働きはじめて
10年。時給は850円から890円に
上がっただけ。健康保険や厚生
年金等は無縁です」（50代・アル
バイト・パート）、「３年間働い

か、給料は下がる一方」（50代・
正規社員）、「年老いた両親と最
期になるだろう旅行のために、
１日有給休暇をと言ったら『理
解のない親だ。許さない』と怒
られた」（40代・正規社員）、「派
遣から直雇用になったものの、
契約社員までにはならないオフ
ィスパートナーという雇用形
態。ボーナスは１日の日給程
度。部署が閉鎖になれば異動は
なく即解雇らしい」（40代・その
他）、「有給休暇ぐらいはほし
い」（40代・正規社員）、「４人家
族にはきつい給料。管理職だが
名ばかり。残業が多いが残業代
がでないので、割にあわない」
（50代・正規社員）、「時間外の
手当は30分以上からつくが、毎
日29分になるとタイムカードを
上司が押す」（30代・正規社員）

ト代の時給が最賃より低い」
（30代・アルバイト・パート）、
「勤務中にけがをしても治療費
は自腹です」（50代・アルバイト
・パート）、「みなし管理職とし
て残業代が支払われないどころ

憲法・労働者の憲法・労働者の
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　安倍内閣が策動している労働法制の大改悪。労働環境をめぐっ
ては、年収200万円以下の非正規労働者が2000万人を超え、「ブラ
ック企業」の横行など解決すべき課題は山積です。ところが、解
雇が自由にできる「特区」の創設、残業代ゼロのホワイトカラー
・エグゼンプション、生涯派遣のまま、自由に解雇できる限定正
社員などより一層の改悪が目白押し。日本の社会を守るためにも
断固反対し、この策動をやめさせることが必要です。

５月13日　衛都連が府市町村課と交渉

ていますが１円も給料はあがり
ません。有給休暇はあります
が、病気にならないと取得でき
ません。仕事で使う道具も自分
で買わなくてはいけない」（60
代・アルバイト・パート）、「バイ
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